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① 件  名 

 

 門脇中学校の閉校について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

平成３０年１２月に石巻中学校及び門脇中学校の父母教師会会長連名により、両校統合に向けた

話し合いの早期開催を求める要望書が教育長に提出された。 

教育委員会では、少子化や東日本大震災の影響により、適正規模を下回る小・中学校が市内全域

で増加傾向にあることから、改めて市内全体の学校の配置のあり方などについて検討を始め、令和

元年１１月に石巻市立小・中学校学区再編計画を策定し、小・中学校の適正規模・適正配置の実現

を進めることとしている。 

 

【目的】 

両校父母教師会の要望を尊重し、両校の統合を速やかに進めるとともに、統合に伴い門脇中学校

を閉校とすることで、生徒の教育環境の充実を図るもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

石巻市立学校設置条例（平成１７年石巻市条例第９０号） 

石巻市教育委員会の組織等に関する規則 

石巻市立小学校及び石巻市立中学校の通学区域に関する規則 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  石巻市教育振興基本計画 

  石巻市立小・中学校学区再編計画 

  石巻市行財政運営プラン 

  

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 平成３０年１２月   石巻中学校父母教師会会長及び門脇中学校父母教師会会長連名により、

「石巻市立石巻中学校・石巻市立門脇中学校の学区再編に向けた話し合いの

早期開催に関する要望書」が教育長に提出される。 

 平成３１年 １月以降 両校父母教師会役員との事務打ち合わせ会を開催（随時） 

 令和 元年 ５月   両校保護者及び同学区内住民を対象に、両校統合に関する説明会等を開催 

及び１０月  し、両校統合について了解を得る。 

      １０月   令和元年教育委員会定例会において、門脇中学校の廃止について議決 

      １１月   石巻中学校・門脇中学校統合準備委員会を開催 

 

資料１２ 



 

⑤ 主な内容 

門脇中学校を閉校し、石巻中学校に統合するもの。 

１ 統合時期等 

 (1) 門脇中学校の閉校は、令和３年３月３１日とする。 

 (2) 両校統合は、令和３年４月１日とする。 

２ 統合後の名称 

石巻市立石巻中学校 

３ 校舎所在地 

 石巻市泉町四丁目７番１５号（統合後の校舎等は、石巻中学校を使用する。） 

（参考）統合前生徒数（令和元年１１月現在） 

  石巻中学校：２８８名 

  門脇中学校：１１８名 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

 生徒が相互に学び合う機会の確保、豊かな人間性の構築、切磋琢磨することを通じた社会性や協

調性の育成が図られる。 

 また、両校を統合することにより、効率的な学校運営が図られる。 

 

【市財政への負担】 

 閉校に伴い軽減される維持管理経費 

  年間 ９，９００千円程度（光熱水費、委託料、用務員人件費（再任用）等） 

 閉校に伴う一時的経費 

     ２，５００千円程度（閉校式挙行経費、閉校記念碑設置経費等） 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

  

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

令和２年 ２月  市議会第１回定例会に石巻市立学校設置条例の一部改正と閉校関連経費の当初

予算について提案（条例施行予定年月日：令和３年４月１日） 

３月  令和２年教育委員会定例会において、石巻市教育委員会の組織等に関する規則

及び石巻市立小学校及び石巻市立中学校の通学区域に関する規則の一部改正につ

いて提案（施行予定年月日：令和３年４月１日） 

１２月  県教育委員会に門脇中学校の廃止届の提出 

令和３年 ３月  門脇中学校の閉校式 

４月  両校統合 

 

⑨ その他 

 統合に向けた詳細な事項は、統合準備委員会において調整・協議等を行い、学校づくりにつなげる。 
 


